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保 存 期 間 3 0 年

通達乙生総第928号

通 達 乙 少 第 7 0 号

通達乙サ対第75号

令和４年３月28日

本部内各部課長

警 察 学 校 長 殿

各 警 察 署 長

茨城県警察本部長

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する

法律等の解釈基準について

民法の一部を改正する法律（平成30年法律第59号）により改正されたインターネッ

ト異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年法律

第83号 、警察庁組織令等の一部を改正する政令（令和３年政令第335号）により改）

正されたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す

る法律施行令（平成20年政令第346号）及び古物営業法施行規則等の一部を改正する

規則（令和３年国家公安委員会規則第12号）により改正されたインターネット異性紹

介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則（平成15年国家

公安委員会規則第15号）が本年４月１日から施行されることに伴い、警察庁から別添

のとおりインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す

、 、る法律等の解釈基準が示されたので 部内はもとよりインターネット異性紹介事業者

児童、児童の保護者等にも周知の上、その解釈に遺漏のないようにされたい。

なお、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す

る法律等の解釈基準について（令和元年12月12日付け通達乙生総第3689号外）は令和

４年３月31日をもって廃止する。






























































